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清恵庵（ 佐賀市） が国の登録有形文化財（ 建造物） と し て答

申さ れま し た 
 

令和７ 年 11 月 21 日（ 金曜日） に開催の国の文化審議会（ 島谷
し ま たに

 弘幸
ひろゆき

会長） に

おいて、 新たに１ ６ ３ 件の建造物を 登録有形文化財と し て登録する よ う 、 文部

科学大臣に答申さ れま し た。  

こ のう ち、 佐賀県関係では、 清恵庵（ 佐賀市） （ １ 箇所１ 件） が答申さ れま

し た。  

新たに登録さ れる と 、 県内における 登録有形文化財（ 建造物） の合計は５ ４

箇所１ ３ ３ 件と なり ま す。  

なお、 答申さ れた建造物は、 下記及び別紙のと おり です。  

記 

答申さ れた建造物（ １ 件）  

名  称 清
せい

恵
けい

庵
あん

 

所 在 地 佐賀県佐賀市城内１ 丁目 15－23 

登録基準 （ 二）  

 
 

〈 参考〉 登録有形文化財登録基準（ 平成 17 年 3 月 28 日文部科学省告示第 44 号）  

建造物の部 
建築物、 土木構造物及びその他の工作物（ 重要文化財及び文化財保護法第１ ８ ２ 条 第

２ 項に規定する 指定を地方公共団体が行っている も のを除く 。 ） のう ち、 原則と し て建設
後５ ０ 年を経過し 、 かつ、 次の各号のいずれかに該当する も の 
  

一  国土の歴史的景観に寄与し ている も の 
二  造形の規範と なっている も の 
三  再現する こ と が容易でないも の 
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１ ） 清恵庵の登録について 

 

１ ． 名  称： 清
せい

恵
けい

庵
あん

 計 1 件 

２ ． 所 在 地： 佐賀県佐賀市城内１ 丁目 15－23 

３ ． 建設年代等： 次のと おり  

本館： 木造平屋建、 瓦葺及び銅板葺／昭和48年建設【 登録基準（ 二）】  

４ ． 概  要： 次のと おり  

佐賀城跡の外堀に南面し て建つ茶室。 設計は堀口捨己と 早川正夫。 入側を介し て

堀に面する 開放的な７ 畳半広間と ４ 畳半の茶室を南北に配し 、東西に寄付、化粧室、

台所を 備える 。 寄付に舟入への階段を 付す。 照明を組み込んだ掛込天井など 、 堀口

の特徴を 示す茶室。  
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